
静岡県告示第757号

静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助金交付要綱（令和２年静岡県告示681号）の一部を次のように

改正する。

令和３年10月１日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

改正前 改正後

第１ 趣旨

知事は、静岡県内に所在する全日制の私立

高等学校（特別支援学校の高等部を除く。以

下「私立高等学校」という。）における教育に

係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の

機会均等に寄与するため、予算の範囲内にお

いて、授業料等の負担軽減を図る私立高等学

校を設置している者（以下「設置者」とい

う。）に対し、補助金を交付するものとし、そ

の交付に関しては、静岡県補助金等交付規則

（昭和31年静岡県規則第47号）及びこの要綱

の定めるところによる。

第２ 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略）

（４） 道府県民税所得割 就学支援金が支給

される月の属する年度分（当該月が４月

から６月までの月である時は、その前年

度）の地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）の規定による道府県民税（同法の規

定による都民税を含む。）の同法第 23 条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第

50 条の２の規定によって課する所得割

を除く。）をいう。

（５） 市町村民税所得割 就学支援金が支給

される月の属する年度分（当該月が４月

から６月までの月である時は、その前年

度）の地方税法の規定による市町村民税

（同法の規定による特別区民税を含む。）

第１ 趣旨

知事は、静岡県内に所在する全日制の私立

高等学校（特別支援学校の高等部を除く。以

下「私立高等学校」という。）における教育に

係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の

機会均等に寄与するため、授業料等の負担軽

減を図る私立高等学校を設置している者（以

下「設置者」という。）に対し、補助金を交付

するものとし、その交付に関しては、静岡県

補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47

号）及びこの要綱の定めるところによる。

第２ 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略）



の同法第292条第１項第２号に掲げる所

得割（同法第328条の規定によって課す

る所得割を除く。）をいう。

第３～第６ （略）

第７ 実績報告

（１）・（２） （略）

第８～第 10 （略）

別表

１ 授業料減免支援

第３～第６ （略）

第７ 実績報告

(２)に定める提出期限までに(１)に定める書

類により実績報告を行う。ただし、保護者

等に起因したやむを得ない事情により過年

度において訂正の必要が生じた場合には、

設置者は、速やかに実績報告の訂正を行う

とともに、知事は、過年度支出又は過年度

返納において対応することとする。

（１）・（２） （略）

第８～第 10 （略）

別表

１ 授業料減免支援

区分 支援対象者 支援額 必要書類

(1)

･生活保護法（昭和25

年法律第144号）第６

条第２項に規定する要

保護者（同法第17条に

規定する生業扶助のう

ち高等学校等就学費が

給付されない者に限

る。）又はこれに準ずる

程度に困窮するに至っ

た者

･（令和２年４月から

令和２年６月）

就学支援金の新制度対

象者で、保護者等の道

府県民税所得割の額と

市町村民税所得割の額

を合算した額が、100円

未満である者

･（令和２年７月から

（略）

授業料

減免確

認書

（別紙様式１）

区分 支援対象者 支援額 必要書類

(1)

･生活保護法（昭和25

年法律第144号）第６

条第２項に規定する要

保護者（同法第17条に

規定する生業扶助のう

ち高等学校等就学費が

給付されない者に限

る。）又はこれに準ずる

程度に困窮するに至っ

た者

･就学支援金の対象者

で、高等学校等就学支

援金の支給に関する法

律施行令（平成22年政

令第112号。以下「政

令」という。）第１条第

２項第１号に掲げる額

から第２号に掲げる額

を控除した額が100円

（略）

･授業料

減免確

認書

（別紙様式１）

･保護者

等が静

岡県外

に在住

してい

る場合

は、他

の自治

体で同

様の補

助金を

受給し

ていな

い旨の

誓約書



令和３年３月）

就学支援金の新制度対

象者で、高等学校等就

学支援金の支給に関す

る法律施行令（平成22

年政令第112号。以下

「政令」という。）第１

条第２項第１号に掲げ

る額から第２号に掲げ

る額を控除した額が100

円未満である者

(2)

･（令和２年４月から

令和２年６月まで）

就学支援金の新制度対

象者で、保護者等の道

府県民税所得割の額と

市町村民税所得割の額

を合算した額が、100円

以上85,500円未満であ

る者

･（令和２年７月から

令和３年３月まで）

就学支援金の新制度対

象者で、政令第１条第

２項第１号に掲げる額

から第２号に掲げる額

を控除した額が100円以

上48,300円未満である

者

（略）

(3)

･（令和２年４月から

令和２年６月まで）

就学支援金の新制度対

象者で、保護者等の道

府県民税所得割の額と

市町村民税所得割の額

を合算した額が、

（略）

未満である者 (別紙様式１の２)

(2)

就学支援金の対象者

で、政令第１条第２項

第１号に掲げる額から

第２号に掲げる額を控

除した額が100円以上

48,300円未満である者

（略）

(3)

就学支援金の対象者

で、政令第１条第２項

第１号に掲げる額から

第２号に掲げる額を控

除した額が154,500円

以上203,100円未満で

ある者

（略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

様式第１号を次のように改める。

※（略）

２・３ （略）

※（略）

２・３ （略）

257,500円以上338,500

円未満である者

･（令和２年７月から

令和３年３月まで）

就学支援金の新制度対

象者で、政令第１条第

２項第１号に掲げる額

から第２号に掲げる額

を控除した額が154,500

円以上203,100円未満で

ある者

(4)

就学支援金の対象者

で、政令第１条第２

項第１号に掲げる額か

ら第２号に掲げる額を

控除した額が203,100

円以上227,100円未満

である者

月額

6,600

円/人



様式第２号（第４号）を次のように改める。



様式第２号（第４号）別紙１を次のように改める。



様式第２号（第４号）別紙３を次のように改める。



様式第３号を次のように改める。



様式第５号を次のように改める。



様式第６号を次のように改める。



様式第６号別紙１を次のように改める。



様式第６号別紙３を次のように改める。



様式第７号を次のように改める。



別紙様式１を次のように改める。



別紙様式１の２を次のように定める。



別紙様式２を次のように改める。



別紙様式３を次のように改める。



附 則

この告示は、公示の日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。


